
－ 1 － 

第４期中間決算公告 

2021年12月27日 

東京都千代田区神田錦町一丁目１番地 

ＡＦＳコーポレーション株式会社 

代表取締役社長 若生 信弥 

中間連結貸借対照表（2021年９月30日現在） 

（単位：百万円） 

科 目 金 額 科 目 金 額 

（資産の部） 

現 金 預 け 金 

コ ー ル ロ ー ン

買 入 金 銭 債 権 

金 銭 の 信 託 

有 価 証 券 

貸 出 金 

外 国 為 替 

割 賦 売 掛 金 

そ の 他 資 産 

有 形 固 定 資 産 

無 形 固 定 資 産 

繰 延 税 金 資 産 

支 払 承 諾 見 返 

貸 倒 引 当 金 

701,036 

9,065 

36,909 

104,118 

455,318 

2,413,388 

4,624 

747,167 

161,362 

12,882 

22,985 

5,557 

7,806 

△7,654

（負債の部） 

預 金 4,089,963 

借 用 金 36,104 

外 国 為 替 28 

社 債 2,274 

リ ー ス 債 務 7,923 

未 払 金 137,124 

そ の 他 負 債 60,521 

賞 与 引 当 金 1,348 

役 員 業 績 報 酬 引 当 金 27 

退 職 給 付 に 係 る 負 債 144 

睡眠預金払戻損失引当金 77 

ポ イ ン ト 引 当 金 7,075 

そ の 他 の 引 当 金 151 

繰 延 税 金 負 債 487 

支 払 承 諾 7,806 

負債の部合計 4,351,060 

（純資産の部） 

資 本 金 2,000 

資 本 剰 余 金 302,947 

利 益 剰 余 金 15,107 

株 主 資 本 合 計 320,054 

その他有価証券評価差額金 3,363 

為 替 換 算 調 整 勘 定 △6

退職給付に係る調整累計額 0

その他の包括利益累計額合計 3,357 

非 支 配 株 主 持 分 95 

純資産の部合計 323,507 

資産の部合計 4,674,567 負債及び純資産の部合計 4,674,567 
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中間連結損益計算書 

 

( 2021年４月１日から 

2021年９月30日まで ) 
 

（単位：百万円）  

科 目 金 額 

経 常 収 益  74,940 

資 金 運 用 収 益 42,938  

（ う ち 貸 出 金 利 息 ） （41,074）  

（うち有価証券利息配当金） （1,633）  

役 務 取 引 等 収 益 21,121  

そ の 他 業 務 収 益 7,112  

そ の 他 経 常 収 益 3,769  

経 常 費 用  67,565 

資 金 調 達 費 用 1,177  

（ う ち 預 金 利 息 ） （928）  

役 務 取 引 等 費 用 33,773  

そ の 他 業 務 費 用 421  

営 業 経 費 32,012  

そ の 他 経 常 費 用 180  

経 常 利 益  7,375 

特 別 損 失  149 

固 定 資 産 処 分 損 52  

減 損 損 失 93  

新 型 感 染 症 対 応 に よ る 損 失 3  

税 金 等 調 整 前 中 間 純 利 益  7,226 

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 2,958  

法 人 税 等 調 整 額 △289  

法 人 税 等 合 計  2,669 

中 間 純 利 益  4,557 

非支配株主に帰属する中間純損失  20 

親会社株主に帰属する中間純利益  4,578 
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中間連結注記表 

 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

 子会社、子法人等及び関連法人等の定義は、銀行法第２条第８項及び銀行法施行令第４条の２に基づいております。 

 

中間連結財務諸表の作成方針 

１．連結の範囲に関する事項 

（１）連結される子会社及び子法人等 ３社 

株式会社イオン銀行 

イオン住宅ローンサービス株式会社 

AEON CREDIT SERVICE (PHILIPPINES) INC. 

（２）非連結の子会社及び子法人等 

 該当ありません。 

２．持分法の適用に関する事項 

（１）持分法適用の非連結の子会社及び子法人等 

 該当ありません。 

（２）持分法適用の関連法人等 １社 

AEON SPECIALIZED BANK (CAMBODIA) PUBLIC LIMITED COMPANY 

（３）持分法非適用の非連結の子会社及び子法人等 

 該当ありません。 

（４）持分法非適用の関連法人等 

 該当ありません。 

（５）持分法の適用の手続について特に記載すべき事項 

 持分法適用会社は、中間決算日が中間連結決算日と異なるため、直近の中間会計期間に係る中間財務諸表を使用

しております。 

３．連結される子会社及び子法人等の中間決算日等に関する事項 

（１）連結される子会社及び子法人等の中間決算日は次のとおりであります。 

６月末日 １社 

８月末日 １社 

９月末日 １社 

（２）６月末日及び８月末日を中間決算日とする連結される子会社及び子法人等については、それぞれの中間決算日の

中間財務諸表により連結しております。 

 中間連結決算日と上記の中間決算日との間に生じた重要な取引については、必要な調整を行っております。 

４．のれんの償却に関する事項 

 のれんについては、発生日以後、投資効果の発現する期間（20年）で均等償却しております。 

 

会計方針に関する事項 

１．有価証券の評価基準及び評価方法 

 有価証券の評価は、その他有価証券については時価法（売却原価は移動平均法により算定）、ただし市場価格のな

い株式等については移動平均法による原価法により行っております。 

 ただし、投資事業有限責任組合等への出資金については、主として、組合の直近の事業年度の財務諸表及び事業年

度の中間会計期間に係る中間財務諸表に基づいて、組合の純資産及び純損益を出資持分割合に応じて、持分及び損益

を計上しております。 

 なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。 

２．金銭の信託の評価基準及び評価方法 

 金銭の信託において信託財産を構成している信託財産の評価は、当該信託財産を保有する場合と同じ方法により

行っております。 

３．デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 

 デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。 

４．固定資産の減価償却の方法 

（１）有形固定資産（リース資産を除く） 

 有形固定資産は、定額法を採用しております。また、主な耐用年数は次のとおりであります。 

建物 ２年～20年 

その他 ２年～20年 

（２）無形固定資産 

 無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウエアについては、利用可能期間

（１～５年）に基づいて償却しております。
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（３）リース資産 

 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、自己所有の固定資産に適用する減価償却方

法と同一の方法によっております。 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」中のリース資産は、リース期間を耐用年数とし、

残存価額を零とする定額法によっております。 

５．貸倒引当金の計上基準 

 銀行業を営む国内子会社の貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。 

 「銀行等金融機関の資産の自己査定並びに貸倒償却及び貸倒引当金の監査に関する実務指針」（日本公認会計士協

会銀行等監査特別委員会報告第４号 令和２年10月８日）に規定する正常先債権及び要注意先債権に相当する債権に

ついては、主として今後１年間の予想損失額又は今後３年間の予想損失額を見込んで計上しており、予想損失額は、

１年間又は３年間の貸倒実績又は倒産実績を基礎とした貸倒実績率又は倒産確率の過去の一定期間における平均値に

基づき損失率を求め、これに将来見込み等必要な修正を加えて算定しております。破綻懸念先債権に相当する債権に

ついては、債権額から担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち必要と認める

額を計上しております。破綻先債権及び実質破綻先債権に相当する債権については、債権額から担保の処分可能見込

額及び保証による回収可能見込額を控除した残額を計上しております。 

 すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独立した資産監

査部署が査定結果を監査しており、その査定結果により上記の引当を行っております。 

 その他の国内子会社の貸倒引当金は、貸倒れによる損失に備え、一般債権及び貸倒懸念債権毎にそれぞれ過去の貸

倒実績等を勘案して定めた一定の基準により算出した必要額を計上しております。また、海外子会社は、国際財務報

告基準（IFRS）９号を適用しており、海外子会社の貸倒引当金は、予想信用損失に基づく減損モデルを使用し、中間

決算日時点における信用リスクに応じて必要額を計上しております。 

６．賞与引当金の計上基準 

 賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額のうち、当中間連結会計

期間に帰属する額を計上しております。 

７．役員業績報酬引当金の計上基準 

 役員業績報酬引当金は、役員に対する業績報酬に備えるため、当中間連結会計期間末における支給見込額を計上し

ております。 

８．睡眠預金払戻損失引当金の計上基準 

 睡眠預金払戻損失引当金は、負債計上を中止した預金について、預金者からの払戻請求に備えるため、将来の払戻

請求に応じて発生する損失を見積り必要と認める額を計上しております。 

９．ポイント引当金の計上基準 

 ポイント引当金は、過去の一定期間における付与ポイントに対する応募実積率に基づき、今後の予想応募額を見込

んで計上しております。 

10．その他の引当金の計上基準 

 その他の引当金は、将来発生が見込まれる費用又は損失について、合理的に見積もることができる金額を計上して

おります。 

11．退職給付に係る会計処理の方法 

 退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間連結会計期間末までの期間に帰属させる方法については給

付算定式基準によっております。 

12．収益の計上基準 

（１）包括信用購入あっせん 

① 加盟店手数料 

 加盟店への立替払実行時に一括して計上しております。 

② 顧客手数料 

 残債方式による期日到来基準に基づき計上しております。 

（２）クレジット事業における貸出金利息 

 残債方式による発生主義に基づき計上しております。 

13．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準 

 外貨建金銭債権債務は、中間連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しており

ます。なお、海外連結子会社等の資産及び負債は、中間連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益及び費

用は期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定及び非支配株主持分に含め

て計上しております。 

14．消費税等の会計処理 

 当社並びに国内の連結される子会社の消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。 
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会計方針の変更 

（収益認識に関する会計基準等の適用） 

「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 令和２年３月31日。以下「収益認識会計基準」という。）等を

当中間連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと

交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。これにより、当社グループが運営するポイント

制度の一部について、従来は、付与したポイントの利用に備えるために、予想応募額を見込んでポイント引当金として計

上しておりましたが、クレジットカードの利用等に応じて付与したポイントを履行義務として識別し、取引価格を配分す

る方法に変更しております。 

収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当

中間連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当中間連結会計期間の期首の利

益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しておりますが、期首より前に新たな会計方針を遡及適用し

た場合の累積的影響額はありません。 

この結果、当中間連結会計期間の「役務取引等収益」及び「営業経費」がそれぞれ14,644百万円減少しております。ま

た「ポイント引当金」が14,345百万円減少し、「その他負債」が同額増加しております。 

 

（時価の算定に関する会計基準等の適用） 

「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 令和元年７月４日。以下「時価算定会計基準」という。)等を

当中間連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10

号 令和元年７月４日）第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将

来にわたって適用することといたしました。これによる中間連結財務諸表に与える影響は軽微であります。 

 

追加情報 

新型コロナウイルス感染症に関しましては、東京都等に発令されておりました緊急事態宣言が2021年９月30日をもって

終了いたしました。各種感染対策等もあり、現時点では経済活動への影響は限定的なものと仮定しております。またフィ

リピンにおける新型コロナウイルスの感染拡大の影響については、返済猶予債権等に係る回収状況から、依然として影響

の収束に時間を要すると仮定しています。当該仮定に基づきフィリピンにおける返済猶予債権等に対して将来の信用リス

クの増加を見込み、貸倒引当金の見積りに含めています。 

なお、新型コロナウイルスの感染状況やその経済環境への影響が変化した場合には、当期以降の連結財務諸表における

貸倒引当金に重要な影響を及ぼす可能性があります。 
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注記事項 

（中間連結貸借対照表関係） 

１．関係会社の株式総額（連結子会社及び連結子法人等の株式を除く） 1,285百万円 

２．貸出金のうち、破綻先債権額は376百万円、延滞債権額は7,627百万円であります。 

 なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は利息

の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金（貸倒償却を行った部分を除く。以下

「未収利息不計上貸出金」という。）のうち、法人税法施行令（昭和40年政令第97号）第96条第１項第３号イからホ

までに掲げる事由又は同項第４号に規定する事由が生じている貸出金であります。 

 また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図ることを目

的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金であります。 

３．貸出金のうち、貸出条件緩和債権額は7,645百万円であります。 

 なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、

元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破綻先債権、延滞債権及び３カ月以

上延滞債権（元本又は利息の支払が、約定支払日の翌日から３月以上遅延している貸出金で破綻先債権及び延滞債権

に該当しないもの）に該当しないものであります。 

４．破綻先債権額、延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計額は15,649百万円であります。 

 なお、上記２．から４．に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。 

５．手形割引は、業種別委員会実務指針第24号に基づき金融取引として処理しております。これにより受け入れた商業

手形は、売却又は（再）担保という方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、その額面金額は35百万円であ

ります。 

６．借用金の担保として、有価証券33,684百万円を差し入れております。また、為替決済等の取引の担保として、その

他資産（中央清算機関差入証拠金）45,000百万円及び預け金15百万円を差し入れております。 

 また、その他資産には、上記のほか、保証金1,621百万円が含まれております。 

７．貸出コミットメント契約 

（１）当社グループは銀行業務を行っており、当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約を締結してお

ります。当該契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、契約上規定された条件について違反がない限

り、一定の限度額まで資金を貸し付けることを約する契約であります。これらの契約に係る融資未実行残高は、

183,815百万円であります。このうち原契約期間が１年以内のもの（又は任意の時期に無条件で取消可能なもの）

が164,327百万円あります。 

 なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必ずしも

将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債権

の保全及びその他相当の事由があるときは、実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることが

できる旨の条項が付けられております。また、契約後も定期的に予め定めている行内（社内）手続に基づき顧客の

業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。 

（２）当社グループは、クレジットカード業務に附帯するキャッシング業務等を行っております。 

当該業務における貸出コミットメントに係る貸出未実行残高は次のとおりであります。 

貸出コミットメント総額 8,149,101百万円 

貸出実行額 367,021百万円 

差引：貸出未実行残高 7,782,079百万円 

 また、上記貸出コミットメント契約においては、借入人の資金使途、信用状態等に関する審査が貸出の条件と

なっているため、必ずしも全額が貸出実行されるものではありません。 

８．有形固定資産の減価償却累計額 24,364百万円 

９．銀行法施行規則第34条の10第１項第４号に規定する連結自己資本比率（国内基準） 9.8％ 
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（中間連結損益計算書関係） 

１．「役務取引等収益」には、包括信用購入あっせん収益6,624百万円を含んでおります。 

２．「役務取引等費用」には、クレジット業務に係る委託手数料2,141百万円及び支払保証料24,080百万円を含んでお

ります。 

３．中間包括利益 6,753百万円 

 

 

（金融商品関係） 

１．金融商品の時価等に関する事項 

 2021年９月30日における中間連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、次のとおりであります。なお、市

場価格のない株式等及び組合出資金は、次表には含めておりません（（注１）参照）。また、現金預け金、コール

ローン、外国為替(資産・負債)、借用金及び未払金は、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、

注記を省略しております。 

（単位：百万円）  

 
中間連結貸借 

対照表計上額 
時価 差額 

（１）買入金銭債権 36,909 36,909 － 

（２）金銭の信託 104,118 104,070 △48 

（３）有価証券    

その他有価証券 449,749 449,749 － 

（４）貸出金 2,413,388   

貸倒引当金（※１） △6,133   

 2,407,254 2,457,051 49,797 

（５）割賦売掛金（※１） 745,663 747,804 2,141 

資産計 3,743,695 3,795,585 51,890 

（１）預金 4,089,963 4,090,330 366 

（２）社債 2,274 2,327 53 

（３）リース債務 7,923 8,303 379 

負債計 4,100,161 4,100,961 800 

デリバティブ取引（※２）    

ヘッジ会計が適用されていないもの （3） （3） － 

デリバティブ取引計 （3） （3） － 
 

 

（※１）貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。 

 なお、割賦売掛金に対する貸倒引当金については、重要性が乏しいため、中間連結貸借対照表計上額から直接

減額しております。 

（※２）その他資産・負債に計上しているデリバティブ取引を一括して表示しております。 

 デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目につ

いては（ ）で表示しております。 

 

（注１）市場価格のない株式等及び組合出資金の中間連結貸借対照表計上額は次のとおりであり、金融商品の時価情報の

「その他有価証券」には含まれておりません。 

 （単位：百万円） 

区分 中間連結貸借対照表計上額 

非上場株式（※１） 1,601 

組合出資金（※２） 3,967 

（※１）非上場株式については、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第

19号 令和元年７月４日）第５項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。 

（※２）組合出資金については、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31

号 令和元年７月４日）第27項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。 
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２．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項 

 金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベルに分類

しております。 

レベル１の時価：活発な市場における（無調整の）同一の金融資産または金融負債に関する相場価格により算定した

時価 

レベル２の時価：金融資産または金融負債について直接または間接的に観察可能なインプットのうち、レベル１のイ

ンプット以外のインプットを用いて算定した時価 

レベル３の時価：金融資産または金融負債に関する、観察できないインプットを、価格算定に重要な影響を与える程

度に使用して算定した価格。 

 時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属する

レベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。 

 

（１）時価で中間連結貸借対照表に計上している金融商品 

（単位：百万円） 

区分 
時価 

レベル１ レベル２ レベル３ 合計 

買入金銭債権 － － 36,909 36,909 

有価証券     

その他有価証券     

国債・地方債等 39,135 400 － 39,535 

社債 － 73,952 499 74,451 

その他 4,686 41,523 23,322 69,532 

デリバティブ取引     

通貨関連 － 0 － 0 

資産計 43,821 115,875 60,731 220,429 

デリバティブ取引     

通貨関連 － 3 － 3 

負債計 － 3 － 3 

「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 令和元年7月4日）第26項に基づき、経過措

置を適用した投資信託は上表には含めておりません。中間連結貸借対照表における当該投資信託の金額は266,229百万円

となります。 

 

（２）時価で中間連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品 

（単位：百万円） 

区分 
時価 

レベル１ レベル２ レベル３ 合計 

金銭の信託 － － 104,070 104,070 

貸出金 － － 2,457,051 2,457,051 

割賦売掛金 － － 747,804 747,804 

資産計 － － 3,308,926 3,308,926 

預金 － 4,090,330 － 4,090,330 

社債 － － 2,327 2,327 

リース債務 － 8,303 － 8,303 

負債計 － 4,098,634 2,327 4,100,961 

 

（注１）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明 

資 産 

買入金銭債権 

 買入金銭債権は、割引現在価値技法を用いて時価を算定しております。評価に当たっては観察可能なインプットを

最大限利用しており、インプットには、市場金利、期限前償還率、スプレッド、倒産確率、回収率が含まれます。算

定に当たり重要な観察ができないインプットを用いているため、レベル３の時価に分類しております。 

金銭の信託 

 信託財産を構成している金銭債権の評価は、後述の「貸出金」と同様の方法により行っております。
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有価証券 

 債券については、活発な市場における無調整の相場価格を利用できるものはレベル１の時価に分類しております。

主に国債がこれに含まれます。 

 活発な市場における相場価格を用いていない場合にはレベル２の時価に分類しております。主に地方債、社債がこ

れに含まれます。 

 相場価格が入手できない場合には、割引現在価値技法を用いて時価を算定しております。評価に当たっては観察可

能なインプットを最大限利用しており、インプットには、市場金利、期限前償還率、スプレッド、倒産確率、回収率

が含まれます。算定に当たり重要な観察ができないインプットを用いている場合には、レベル３の時価に分類してお

ります。 

貸出金 

① 銀行業に係る貸出金 

 貸出金については、貸出金の種類及び内部格付、期間に基づく区分ごとに、元利金の合計額を市場金利にスプ

レッド等を反映させた割引率で割り引いて時価を算定しております。このうち、変動金利によるものは、短期間

で市場金利を反映するため、貸出先の信用状態が実行後大きく異なっていない限り、時価は帳簿価額と近似して

いることから、当該帳簿価額を時価としております。仕組貸出については、オプション価格モデル等を用いて、

元利金の合計額を市場金利にスプレッド等を反映させた割引率で割り引いて、時価を算定しております。なお、

約定期間が短期間（１年以内）のものは、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価として

おります。 

 また、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等については、担保及び保証による回収見込額等に基

づいて貸倒見積高を算定しているため、時価は中間連結決算日における中間連結貸借対照表上の債権等計上額か

ら貸倒引当金計上額を控除した金額に近似しており、当該価額を時価としております。 

 貸出金のうち、当該貸出を担保資産の範囲内に限るなどの特性により、返済期限を設けていないものについて

は、返済見込み期間及び金利条件等から、時価は帳簿価額と近似しているものと想定されるため、当該帳簿価額

を時価としております。算定に当たり重要な観察できないインプットを用いているため、レベル３の時価に分類

しております。 

② クレジット事業に係る貸出金 

 営業債権の種類及び期間に基づく区分ごとに、保証料率、期限前返済率、倒産確率、回収率を反映した将来

キャッシュ・フローを算定し、リスクフリーレートで割り引いて算定しております。算定に当たり重要な観察で

きないインプットを用いているため、レベル３の時価に分類しております。 

割賦売掛金 

 割賦売掛金は、営業債権の種類及び期間に基づく区分ごとに、保証料率、期限前返済率、倒産確率、回収率を反映

した将来キャッシュ・フローを算定し、リスクフリーレートで割り引いて算定しております。算定に当たり重要な観

察できないインプットを用いているため、レベル３の時価に分類しております。 

 

負 債 

預金 

 要求払預金については、中間連結決算日に要求された場合の支払額（帳簿価額）を時価とみなしております。また、

定期預金の時価は、一定の期間ごとに区分して、将来のキャッシュ・フローを割り引いて現在価値を算定しておりま

す。割引率は、市場金利を用いております。なお、預入期間が短期間（１年以内）のものは、時価は帳簿価額と近似

していることから、当該帳簿価額を時価としております。当該時価はレベル２の時価に分類しております。 

社債 

 社債は、元利金の合計額を同様の社債を発行した場合に想定される利率で割り引いて算定した現在価値を時価とし

ております。当該時価はレベル３の時価に分類しております。 

リース債務 

 リース債務は、一定の期間ごとに区分した当該リース債務の元利金の合計額をリスクフリーレートに銀行事業を営

む国内連結子会社の信用リスクを加味した利率で割り引いて現在価値を算定しております。観察できないインプット

を用いていない又はその影響が重要でないため、レベル２の時価に分類しております。 

 

デリバティブ取引 

 デリバティブ取引は、通貨関連取引（為替予約）であり、割引現在価値により算出した価額によっております。その

評価技法で用いている主なインプットは、為替レートであります。観察できないインプットを用いていない又はその影

響が重要でないため、レベル２の時価に分類しております。 



－ 10 － 

（注２）時価で中間連結貸借対照表に計上している金融商品のうちレベル３の時価に関する情報 

（１）重要な観察できないインプットに関する定量的情報（2021年９月30日） 

区分 評価技法 
重要な観察できない 

インプット 

インプットの 

範囲 

インプット 

の加重平均 

買入金銭債権 現在価値技法 

倒産確率 0.03％－0.74％ 0.27％ 

期限前償還率 0.60％－9.59％ 2.93％ 

回収率 100.00％－100.00％ 100.00％ 

リスク・プレミアム 0.09％－1.01％ 0.28％ 

有価証券     

その他有価証券     

社債 現在価値技法 リスク・プレミアム 2.14％－2.14％ 2.14％ 

その他 現在価値技法 

倒産確率 4.00％－4.00％ 4.00％ 

期限前償還率 12.00％－12.00％ 12.00％ 

回収率 50.00％－50.00％ 50.00％ 

リスク・プレミアム 0.23％－3.33％ 0.34％ 

 

（２）期首残高から期末残高への調整表、当期の損益に認識した評価損益（2021年９月30日） 

（単位：百万円） 

 
期首 

残高 

当期の損益又は 

その他の包括利益 購入、売

却、発行

及び決済

の純額 

レベル３

の時価へ

の振替 

レベル３

の時価か

らの振替 

期末 

残高 

当期の損益に計上し

た額のうち中間連結

貸借対照表日におい

て保有する金融資産

及び金融負債の評価

損益 

損益に 

計上 

(※１) 

その他の

包括利益

に計上 

(※２) 

買入金銭債権 39,860 △10 △18 △2,922 － － 36,909 － 

有価証券         

その他有価証券         

社債 1,298 － 0 △800 － － 499 － 

その他 32,053 69 △65 △8,734 － － 23,322 － 

（※１）主に中間連結損益計算書の「資金運用収益」に含まれております。 

（※２）中間連結包括利益計算書の「その他の包括利益」の「その他有価証券評価差額金」に含まれております。 

 

（３）時価の評価プロセスの説明 

 当社グループはリスク管理部門において時価の算定に関する方針及び手続を定めており、これに沿って各取引部

門が時価を算定しております。算定された時価およびレベルの分類については、時価の算定に用いられた評価技法

及びインプットの妥当性を検証しております。 

 時価の算定に当たっては、個々の資産の性質、特性及びリスクを最も適切に反映できる評価モデルを用いており

ます。また、第三者から入手した相場価格を利用する場合においても、利用されている評価技法及びインプットの

確認や類似の金融商品の時価との比較等の適切な方法により価格の妥当性を検証しております。 

 

（４）重要な観察できないインプットを変化させた場合の時価に対する影響に関する説明 

 買入金銭債権および有価証券の時価の算定で用いている重要な観察できないインプットは、倒産確率、回収率、

期限前償還率、リスク・プレミアムであります。倒産確率、期限前償還率、リスク・プレミアムの著しい上昇（低

下）は、それら単独では、時価の著しい下落（上昇）を生じさせることとなります。回収率の著しい上昇（低下）

は、時価の著しい上昇（下落）を生じさせることになります。一般に、倒産確率に関して用いている仮定の変化は、

リスク・プレミアムに関して用いている仮定の同方向への変化を伴い、期限前償還率および回収率に関して用いて

いる仮定の逆方向への変化を伴います。 
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（有価証券関係） 

 中間連結貸借対照表の「有価証券」のほか、「買入金銭債権」中の貸付債権信託受益権が含まれております。 

 

その他有価証券（2021年９月30日現在）  

 種類 

中間連結貸借 

対照表計上額 

（百万円） 

取得原価 

（百万円） 

差額 

（百万円） 

中間連結貸借対照表計上額

が取得原価を超えるもの 

債券 105,275 104,528 746 

国債 34,119 33,889 229 

地方債 400 400 0 

社債 70,756 70,239 516 

その他 228,342 220,210 8,132 

外国証券 31,869 31,037 831 

その他 196,473 189,172 7,301 

小計 333,618 324,739 8,879 

中間連結貸借対照表計上額

が取得原価を超えないもの 

債券 8,712 8,722 △10 

国債 5,016 5,024 △7 

社債 3,695 3,698 △2 

その他 144,328 147,094 △2,766 

外国証券 45,812 46,125 △312 

その他 98,515 100,969 △2,453 

小計 153,040 155,817 △2,776 

合計 486,658 480,556 6,102 

 

（収益認識関係） 

顧客との契約から生じる収益を分解した情報 

（単位：百万円） 

区分 

当中間連結会計期間 

（自 2021年４月１日 

至 2021年９月30日） 

役務取引等収益 11,674 

預金・貸出業務 1,055 

為替業務 4,579 

証券関連業務 627 

代理業務 544 

保証業務 169 

電子マネー業務 1,585 

クレジットカード業務 3,047 

その他業務 65 

役務取引等収益以外 399 

顧客との契約から生じる経常収益 12,073 

上記以外の経常収益 62,867 

経常収益 74,940 

 

（１株当たり情報） 

１．１株当たりの純資産額 32,341,177円50銭 

２．１株当たりの親会社株主に帰属する中間純利益金額 457,836円30銭 
 


